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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

わが国の高齢化は依然として急速に進んでおり、65 歳以上の高齢者人口は、平成 28

年では 3,459 万人（高齢化率 27.3％）と増加しています。また、国立社会保障・人口問

題研究所が平成 29 年に発表した「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」によると、平

成 37 年には高齢者数 3,677 万人（高齢化率 30.0％）に達すると見込まれています。 

本市においても、平成 29 年 10 月 1 日現在の高齢化率は 26.3％で、介護保険制度が導

入された平成 12 年（10 月 1 日現在）と比べて、高齢者人口が 7,351 人から 14,977 人へ

とおよそ 2倍に、高齢化率も 13.7％から 12.6 ポイント増加しています。 

 

このように高齢社会が進む中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生

活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援が包括

的に確保される地域包括ケアシステムを構築する必要があります。 

また、平成 29 年 5 月に成立した「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律」では、地域包括ケアシステムを深化・推進するとともに、介護

保険制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサー

ビスが提供されることが求められています。 

 

本市におきましても、高齢者施策の方向性を示す計画として、平成 27 年度から平成

29 年度（前期）を計画期間とする『こうふくプラン向日（第 7次向日市高齢者福祉計画・

第 6期介護保険事業計画）』を策定し、施策の展開を図ってきたところです。 

こうした国等の動向や、本市の前期計画期間における高齢者福祉施策及び介護保険施

策の状況を踏まえつつ、「地域包括ケアシステム」を一層推進する計画として、『こうふ

くプラン向日（第 7次向日市高齢者福祉計画・第 6期介護保険事業計画）』を策定するも

のです。 
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２ 計画の性格と位置づけ 

 

（１）計画の性格 

  「高齢者福祉計画」はすべての高齢者を対象とした本市の高齢者福祉に関する計画

であり、「介護保険事業計画」は、介護保険の対象となる要介護者などの人数、介護保

険サービス量の見込みなどについて定めた介護保険事業を運営するための事業計画で

あり、概念的には「介護保険事業計画」は「高齢者福祉計画」に包含されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）法的位置づけ 

  本計画は、老人福祉法（第 20 条の 8）の規定に基づく「市町村老人福祉計画」と介

護保険法（第 117 条）の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定す

るものです。 

 

老人福祉法 

第20条の8 

第 1 項 

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による

事業（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に

関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定め

るものとする。 

 

介護保険法 

第 117 条 

第 1 項 

 市町村は、基本指針（※１）に即して、３年を１期とする

当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実

施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）

を定めるものとする。 

（※１）厚生労働大臣が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」のことをいいます。 

 

 

 

 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 
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（３）本市の計画体系における位置づけ 

  本計画は「ふるさと向日市創生計画」を上位とし、高齢者福祉に関する計画として

策定するものです。また、他の福祉計画や保健・医療、住宅、生涯学習などの関連分

野における本市の個別計画、京都府高齢者健康福祉計画や京都府介護保険事業支援計

画、京都府保健医療計画と整合性を図ります。 
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３ 計画の策定体制 

 

（１）向日市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 

  高齢者福祉事業及び介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協力を得なが

ら、地域の実情に応じた事業展開が求められています。このため、学識経験者、保健・

医療・福祉の専門家、施設関係者、各種団体や介護者の会の代表、被保険者の代表、

行政関係者など幅広い分野の関係者を委員とする「向日市高齢者福祉計画及び介護保

険事業計画策定委員会」において審議を行い、計画を策定しました。 

 

（２）高齢者など実態調査の実施 

 【調査の目的】 

  第７期介護保険事業計画策定に係る基礎資料として、高齢者の実態を把握するこ

とを目的に、介護サービスについてのアンケート調査を実施しました。 

 

《向日市第８次高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査》 

 【調査対象】 

対象者 

一般高齢者 要介護（要支援）認定を受けていない満 65 歳以上の被保険者  

在宅者 要介護（要支援）認定を受けている在宅の被保険者 

施設サービス利用者 要介護（要支援）認定を受け、介護保険施設に入所している保険者 

介護支援専門員 市内事業所に勤務する介護支援専門員全員 

 

 【調査の方法】 

  郵送で調査票を配布し、郵送及び本市の窓口への直接提出で回収 

 

 【調査時期】 

   平成 28 年７月 26 日から平成 28 年８月 12 日まで 

 

 【回収・回答状況】 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

一般高齢者 1,900 件 1,147 件 60.4％ 

在宅者 1,000 件 519 件 51.9％ 

施設サービス利用者 200 件 101 件 50.5％ 

介護支援専門員 50 件 40 件 80.0％ 
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《在宅介護実態調査》 

 【調査対象】 

対象者 

在宅者 要介護（要支援）認定を受けている在宅の被保険者 

 

 【調査の方法】 

  郵送で調査票を配布し、郵送及び本市の窓口への直接提出で回収 

 

 【調査時期】 

   平成 29 年４月 28 日から平成 29 年７月 31 日まで 

 

 【回収・回答状況】 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

在宅者 753 件 396 件 52.6％ 

 

 

（３）パブリック・コメントの実施 

  パブリック・コメント制度とは、市民の皆様の声を市政に生かすため、市の重要な

政策などを決定する場合、あらかじめ「案」の段階から公表して市民の皆様から意見

をいただき、その意見などを十分に考慮した上で、最終的な意思決定を行う制度です。 

  これは、多くの方から意見を伺うことで、本市が意思決定を行うにあたって、公正

性を確保するとともに、説明責任の徹底を図るという特徴があります。 

  【パブリック・コメントを実施しての意見件数を記載】 
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４ 計画の期間 

 

  本計画の期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間で、介護保険制度の下

での第 7期の計画となります。 

  また、本計画は、団塊の世代がすべて後期高齢者となる平成 37 年度を見据えた長期

的視点を踏まえ、検討・策定しています。 

 

 

24年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 
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第２章 高齢者を取り巻く現状 

１ 人口と高齢化率 

 

（１）人口・高齢者人口・高齢化率 

  本市の総人口は、平成 26 年の 54,297 人から平成 29 年には 56,862 人と増加傾向を

示しています。 

  年齢別にみると、0～39 歳人口は横ばいしているのに対し、40～64 歳人口・65 歳以

上人口は増加傾向となっています。高齢化率は、平成 26 年の 25.8％から平成 29 年の

26.3％へと増加しています。 

  高齢者のうち、65～74 歳の前期高齢者は減少傾向となっているものの、75 歳以上の

後期高齢者は平成 26 年の 5,854 人から平成 29 年の 7,076 人へと一貫して増加し、高

齢者人口全体では、平成 26 年の 13,983 人から平成 29 年の 14,977 人へと 994 人増加

しています。 

 

（人口の推移） 

  

住民基本台帳人口 構成比 

平成 26 年 平成 27 年平成 28 年平成 29 年平成 26 年平成 27 年平成 28 年平成 29 年

総人口 54,297 54,513 55,563 56,862 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

０～39 歳 22,011 21,709 22,102 22,721 40.5% 39.8% 39.8% 40.0% 

40～64 歳 18,303 18,376 18,723 19,164 33.7% 33.7% 33.7% 33.7% 

65 歳以上 13,983 14,428 14,738 14,977 25.8% 26.5% 26.5% 26.3% 

 65～74 歳 8,129 8,267 8,142 7,901 15.0% 15.2% 14.7% 13.9% 

  65～69 歳 4,226 4,489 4,611 4,331 7.8% 8.2% 8.3% 7.6% 

  70～74 歳 3,903 3,778 3,531 3,570 7.2% 6.9% 6.4% 6.3% 

 75 歳以上 5,854 6,161 6,596 7,076 10.8% 11.3% 11.9% 12.4% 

  75～79 歳 2,618 2,702 2,936 3,207 4.8% 5.0% 5.3% 5.6% 

  80～84 歳 1,707 1,836 1,966 2,073 3.1% 3.4% 3.5% 3.6% 

  85～89 歳 984 1,030 1,071 1,167 1.8% 1.9% 1.9% 2.1% 

  90 歳以上 545 593 623 629 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 

※単位：人 
※各年 10 月 1日現在 
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（２）世帯の状況 

  本市の一般世帯総数は、平成 12 年の 19,438 世帯から平成 27 年の 21,345 世帯へと

9.8％増加しています。 

このうち、高齢者のいる世帯は、平成 12 年の 5,236 世帯から平成 27 年の 9,391 世

帯へと 1.8 倍に増加しています。 

 

（世帯状況の推移） 

  

平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

一般世帯総数 19,438   

  

20,854   

  

21,282   

  

21,345   

  １世帯あたり人員 2.73 2.62 2.55 2.48 

高齢者のいる世帯 5,236 100.0% 6,404 100.0% 7,846 100.0% 9,391 100.0% 

 

高齢者同居世帯 2,578 49.2% 2,856 44.6% 2,436 31.0% 3,793 40.4% 

高齢者夫婦世帯 1,540 29.4% 2,088 32.6% 3,471 44.2% 3,020 32.2% 

高齢者単独世帯 1,118 21.4% 1,460 22.8% 1,939 24.7% 2,578 27.5% 

※資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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（高齢者のいる世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）住居の状況 

  高齢者のいる世帯の住居の状況についてみると、平成 27 年では、高齢者のいる世帯

（9,391 世帯）のうち、持ち家が 82.8％（7,780 世帯）、借家が 16.4％（1,542 世帯）

となっています。 

 

（高齢者のいる世帯の住居の状況） 

  
世帯数 増加率 

平成 17 年 
A 

平成 22 年 
B 

平成 27 年 
C 

B/A C/B 

総世帯数 20,854 21,282 21,345 2.1% 0.3% 

高齢者のいる世帯数 
6,404 

（100.0%） 
7,846 

（100.0%） 
9,391 

（100.0%） 
22.5% 19.7% 

 

持ち家 
5,217 

（81.5%） 
6,437 

（82.0%） 
7,780 

（82.8%） 
23.4% 20.9% 

借家 
1,139 

（17.8%） 
1,328 

（16.9%） 
1,542 

（16.4%） 
16.6% 16.1% 

 

公営・都市再生機構 
（公団）・公社 

296 
（4.6%） 

349 
（4.4%） 

365 
（3.9%） 

17.9% 4.6% 

民営借家 
836 

（13.1%） 
968 

（12.3%） 
1,170 

（12.5%） 
15.8% 20.9% 

給与住宅 
7 

（0.1%） 
11 

（0.1%） 
7 

（0.1%） 
57.1% -36.4% 

間借り 
44 

（0.7%） 
68 

（0.9%） 
46 

（0.5%） 
54.5% -32.4% 

その他 
4 

（0.1%） 
13 

（0.2%） 
23 

（0.2%） 
225.0% 76.9% 

※資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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（４）就業の状況 

  本市における 65 歳以上の就業者数は、平成 17 年から 10 年間で約 1.8 倍に増加し、

平成 27 年は 3,118 人となっていす。また、就業率は、平成 17 年の 18.7％から平成 27

年の 21.8％へと 3.1 ポイント増加しています。 

平成 27 年における就業率は、前期高齢者で 31.4％、後期高齢者で 8.9％となってお

り、男性の前期高齢者では 4割以上（41.7％）となっています。 

 

（65 歳以上の就業者数の推移） 

  
65 歳以上 

人口 就業者 就業率 

平成 17 年 9,371 1,757 18.7% 

平成 22 年 11,754 2,262 19.2% 

平成 27 年 14,320 3,118 21.8% 

 

前期高齢者 8,188 2,574 31.4% 

後期高齢者 6,132 544 8.9% 

男性 
前期高齢者 3,767 1,572 41.7% 

後期高齢者 2,490 361 14.5% 

女性 
前期高齢者 4,421 1,002 22.7% 

後期高齢者 3,642 183 5.0% 

※資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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２ 前期計画の取組状況と課題 

 

 前期計画における各施策の取組状況を検証し、向日市第８次高齢者福祉計画及び第 7

期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査及び在宅介護実態調査の結果を踏まえ、

第 7期の施策の展開に向けた課題を整理します。 

 

（１）＜重点テーマ１＞高齢期をいきいきと過ごすための健康づくり・介護予防 

① 健康づくりの推進 

 
○ 検診結果を活用した健康づくり 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

受診者数 うち 65 歳以上 受診者数 うち 65 歳以上 

長寿健康診査 

(うち人間ドック ) 

2,868 

（86） 
2,868 

3,105 

（107） 
3,105 

特定健康診査 

(うち人間ドック ) 

4,155 

（477） 
2,966 

4,085 

（481） 
2,991 

健康増進法による健診 98 57 127 87 

特定保健指導 151 112 255 175 

       ＊特定健康診査・特定保健指導は法定報告の人数 

 

○ 早期発見・早期治療を目指すがん検診 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

受診者数 うち 65 歳以上 受診者数 うち 65 歳以上 

胃がん検診 878 465 780 378 

大腸がん検診 4,753 3,299 4,430 3,293 

肺がん検診 1,371 1,031 985 723 

前立腺がん検診 2,141 1,830 2,189 1,915 

子宮がん検診 1,137 190 1,147 194 

乳がん検診 985 326 1,055 334 

 

○ 健康づくりの啓発活動 

 本市では、広報紙や各種健康講座、敬老会などを通じて、健康づくりの普及・啓

発を実施しています。 
一方、アンケート調査では、高齢者の健康づくり・介護予防に関する情報入手源

などについては、「テレビ・ラジオや新聞」が 63.8%と最も多く、「配偶者」（34.4%）、

「医療機関・薬局等」（30.1%）と続いています。 

今後は、高齢者自身がその健康増進や介護予防についての意識を持ち、自ら必要

な情報にアクセスするとともに、介護予防、健康の維持・増進に向けた取組を行う
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ことが重要となるため、対象者の属性に応じた健康づくり・介護予防に関する情報

発信についての工夫とともに、公的機関からの情報発信手法等の改善を図る必要が

あります。 
 

○ 地域における健康づくり 

 市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守り、自分でつくる」という喜びや目標

を持って生活習慣の改善や健康増進に主体的に取り組めるよう、「健康づくり出前

講座」などを実施しました。 
さらに、平成 24 年に締結した京都府立医科大学、オムロンヘルスケア株式会社

との「市民の健康づくりに関する協定」に基づき、「市民健康講座」や「健康ウオ

ーク」を実施しております。 
 

② 介護予防の推進 

 

○ 主な一次予防事業 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域健康塾 589 回・9,434 人 591 回・9,654 人 

さわやか体操 80 回・1,943 人 88 回・2,374 人 

 

○ 主な二次予防事業 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

元気アップ教室 延べ 785 人 延べ 948 人 

高齢者筋力向上トレーニング 延べ 567 人 延べ 719 人 

 

○ 介護予防・日常生活支援総合事業 

制度改正により、介護予防訪問介護・通所介護と、要支援者の多様なニーズに対

応した生活支援サービスが「介護予防・日常生活支援総合事業」として再構築され、

本市においても平成 29 年４月から、向日市介護予防・日常生活支援総合事業とし

てスタートしました。 
今後は、生活支援コーディネーターや生活支援・介護予防サービス協議体を活用

し、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングや、地域に不足する

サービスの創出等に努める必要があります。 
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③ 生きがい活動と社会参加の促進 

 

○ 主な生きがい活動と社会参加の状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

老人福祉センター利用者数 延べ 63,303 人 延べ 63,752 人 

老人クラブ会員数 28 クラブ・1,328 人 29 クラブ・1,300 人 

シルバー人材センター登録者数 404 人 391 人 

老人福祉センター琴の橋世代間交流事業  16 回 16 回 

 

アンケート調査において、一般高齢者の「趣味・生きがいはありますか」は、「は

い」が 76.4%となっており、主な活動内容は、「趣味関係のグループ」が 30.3%と最

も多くなっております。一方、「参加しているものはない」も 28.6%あり、次に「ス

ポーツ関係のグループやクラブ」が 21.1%と続いています。 

 

（２）＜重点テーマ２＞住み慣れた地域で安心して暮らすための仕組みづくり 

 

① 地域包括ケア体制の整備 

 

○ 関係機関との連携 

 アンケート調査において、一般高齢者の 80.0%、認定者の 89.0%は現在、病院・

医院に通院しており、在宅での生活を支えるには、医療と介護の連携が不可欠とな

っております。 

 こうした中、地域包括支援センターにおいて、市内の介護支援専門員のネットワ

ーク化を図るなど、医療と介護の連携は進んでいるものの、介護支援専門員や主治

医、医療機関関係者などの多職種との相互の理解や情報の共有を一層円滑に進める

ためには、さらなる連携の充実・強化が必要です。 

 

○ 地域ケア会議の推進（地域包括支援センターの機能充実） 

 アンケート調査において、家族や友人・知人以外で何かあった時の相談先として、

地域包括支援センターの認知度は、徐々に進んでいますが、一般高齢者で 9.8%、

認定者で 15.6%となっており、身近な総合相談支援拠点しての役割をさらに広く普

及し、関係機関との連携強化を図る必要があります。 
 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域包括センター設置数 ３か所 ３か所 

相談実績 延べ 11,726 件 延べ 10,633 件 

地域ケア会議 30 回 17 回 
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② 福祉サービスの充実 

 

○ 主な福祉サービスの状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

高齢者配食サービス 229 人・24,419 食 251 人・23,180 食 

介護予防住宅改良助成 ２件 ２件 

あんしんホットライン 343 件 318 件 

家賃助成 48 件 47 件 

救急医療情報キット配布  160 件 119 件 

 

 アンケート調査において、「もしご本人が介護や支援が必要になった場合、どの

ような支援があれば、自宅での生活を続けていくことができると思いますか」の問

に対して、一般高齢者では、「毎日の食事の準備・後片付け、掃除や洗濯などの家

事を手伝ってもらえること」が 56.1%と最も多くなっています。 

 また、「家事で困っていること」では、「家具の移動」が 33.2%と最も多く、「簡

易な修繕」が 21.8%と続いています。 

これらの傾向は、今後、福祉サービスや介護予防・日常生活支援総合事業の中で

検討する必要があります。 

 

③ 高齢者の権利擁護 

 

高齢者の権利擁護などに関する相談窓口を地域包括支援センターに設置し、高齢

者に対する虐待防止に向けたネットワークを活用した情報提供や相談体制、権利擁

護に関する制度・事業の促進に取り組みました。 

支援が必要な高齢者の尊厳が守られるために、意思決定の支援や財産管理等、今

後も引き続き権利擁護事業の推進が必要です。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

成年後見制度利用支援 7 件 14 件 

 

 

④ 地域の自主的な活動との連携 

 

高齢化の進展に伴う一人暮らし高齢者の増加を背景に、閉じこもりによる孤立や、

社会的支援に結びつきにくい高齢者に対する地域での継続的な見守りがますます

重要なっている中、地域の会食、ふれあいサロンなど地域住民やボランティアなど

による多様な福祉活動の支援に取り組みました。 

高齢者が生きがいを持って安心して地域で暮らせるために、今後もこれらの活動

に継続して支援を行っていく必要があります。 
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 平成 27 年度 平成 28 年度 

地域の会食（配食） 58 回・3,188 人 59 回・3,184 人 

ふれあいサロン 323 回・3,968 人 295 回・3,498 人 

 

⑤ 認知症施策の推進 

 

○ 主な取組 

 平成 27 年度 平成 28 年度 

認知症カフェ ３か所・延べ 438 人 ３か所・延べ 645 人 

認知症サポーター養成講座 18 回・1,055 人 33 回・1,149 人 

見守りＳＯＳネットワーク  － ＱＲコード配布 35 名 

※上記取組のほか、平成 27 年度に、認知症ケアパスを 2,000 冊作成し、地域包括

支援センターや市役所窓口で配布しました。 
 

アンケート調査において、現在治療中又は後遺症のある病気について、「認知症」

と回答した人（認知症有病者）は、一般高齢者で 0.5%、認定者で 18.9%となってお

り、前回調査（一般高齢者 0.3%、認定者 14.0%）から増加しています。 

 また、在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護について、「認

知症状への対応」と回答した人は、15.4%となっています。 

今後は、認知症有病者本人の状況に応じた適切な医療・介護の提供や、家族介護

者の相談支援体制の整備・充実を図る必要があります。また、認知症の人やその家

族を地域全体で見守っていくための体制づくりに向けて、地域支援事業に位置づけ

られる認知症総合支援事業を引き続き推進していく必要があります。 

 

⑥ 安全な生活環境の整備 

  

高齢者や障がいのある人が、安全・安心に生活を送ることができるよう、バリア

フリーの推進や住宅改良助成の活用など、安全な生活環境の整備に取り組みました。 

住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、今後も生活環境の整備や地域で支え

合える仕組みの構築に取り組む必要があります。 

 

（３）＜重点テーマ３＞介護ニーズに対応するための介護保険事業の充実 

  前期のサービス利用実績等を踏まえ、サービスの種類ごとに見込量を設定したほか、

介護相談員派遣事業を実施し、介護サービスの質の向上や利用者支援に取り組みまし

た。 

  今後は、高齢化の進展が進む中、要介護認定者数の増加や前期の利用実績をもとに

適正に利用量を見込むとともに、介護給付の適正化の充実を図り、制度の円滑な運営

に努める必要があります。 
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３ 介護保険事業の状況 

 

（１）第１号被保険者数と要介護（要支援）認定者数 

  高齢化に伴い、第１号被保険者（65 歳以上）は年々増加しており、平成 26 年の 13,991

人から平成 29 年には 14,995 人となっています。 

 

（第１号被保険者数） 

 
平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

第１号被保険者 13,991 14,436 14,757 14,995 

  

  

65～74 歳 8,130 8,275 8,145 7,914 

75 歳以上 5,861 6,161 6,612 7,081 

対前年比 105.0% 103.2% 102.2% 101.6% 

※介護保険事業状況報告（各年 10 月 1 日現在） 

 

 

 

（第１号被保険者数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
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  要介護（要支援）認定者数は、平成 24 年 10 月 1 日現在の 2,146 人から平成 29 年

10 月 1 日現在の 2,629 人へと増加しています。 

 

（要介護（要支援）認定者数の推移） 

  平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

認定者数  2,146 2,269 2,438 2,499 2,571 2,629 

 要支援１ 
 

199 218 259 254 280 313 

 要支援２  232 243 302 329 337 317 

 要介護１  480 536 542 567 577 592 

 要介護２  411 422 446 470 507 507 

 要介護３  299 323 348 336 332 329 

 要介護４  259 271 288 294 288 327 

 要介護５  266 256 253 249 250 244 

認定率  17.0% 17.0% 17.4% 17.3% 17.4% 17.5% 

認定率（京都府）  18.0% 18.3% 18.4% 18.5% 18.4%  

認定率（全国）  19.3% 19.7% 19.7% 19.9% 20.1%  

（出典）「介護保険事業状況報告（各年 10 月 1 日現在）」 

※認定率（京都府）、認定率（全国）については、確定次第記載します 

 

 

（要介護（要支援）認定率の推移） 
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（要介護度別認定者数の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要介護度別認定者数（平成 29 年 10 月 1 日現在）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 



20 
 

（２）サービス利用者数 

  サービス利用者数は、要介護（要支援）認定者数の増加に伴い増加傾向で推移して

います。 

（サービス利用者数） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

認定者数 2,438 2,499 2,571  

利用者数 1,964 2,003 2,106  

 介護予防給付 267 289 322  

  居宅サービス 265 288 322  

  地域密着型サービス 2 1 0  

 介護給付 1,697 1,714 1,784  

  居宅サービス 1,195 1,216 1,238  

  地域密着型サービス 174 169 213  

  施設サービス 328 329 333  

単位：人 
※各年度 10 月 1 日現在 資料：介護保険状況報告 

※居宅サービス及び地域密着型サービスを併用している方は、それぞれに計上されます 

※平成 29 年度の数値は確定次第記載します    
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（３）第６期介護保険事業計画値と実績の状況 

 

①第１号被保険者数、要介護（要支援）認定者数 

 

  

平成 27 年度 平成 28 年度 実績 

伸び率

（Ｄ－Ｂ）／Ｂ 

計画値 

Ａ 

実績 

Ｂ 

比較 

Ｂ／Ａ 

計画値 

Ｃ 

実績 

Ｄ 

比較 

Ｄ／Ｃ 

第１号被保険者数 人数 14,404 14,436 100.2% 14,664 14,757 100.6% 2.2% 

要介護等認定者数 人数 2,599 2,499 96.2% 2,786 2,571 92.3% 2.9% 

 

②介護予防給付のサービス状況（回数・人数） 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 実績 

伸び率 

（Ｄ－Ｂ）／Ｂ 

計画値 

Ａ 

実績 

Ｂ 

比較 

Ｂ／Ａ 

計画値 

Ｃ 

実績 

Ｄ 

比較 

Ｄ／Ｃ 

１ 介護予防サービス 

  

介護予防訪問介護 回数 1,161 1,222 105.3% 1,232 1,310 106.3% 7.2% 

介護予防訪問入浴介護 回数 1 0 0.0% 1 46 4600.0% - 

介護予防訪問看護 回数 154 211 137.0% 171 304 177.8% 44.1% 

介護予防訪問リハビリテーション 回数 420 702 167.1% 479 1629 340.1% 132.1% 

介護予防居宅療養管理指導 人数 147 252 171.4% 168 245 145.8% -2.8% 

介護予防通所介護 回数 1,408 1,612 114.5% 1,639 1,863 113.7% 15.6% 

介護予防通所リハビリテーション 人数 608 463 76.2% 665 497 74.7% 7.3% 

介護予防短期入所生活介護 日数 18 10 55.6% 20 26 130.0% 160.0% 

介護予防短期入所療養介護 日数 27 0 0.0% 27 0 0.0% - 

介護予防特定施設入居者生活介護 日数 1460 279 19.1% 1460 0 0.0% -100.0% 

介護予防福祉用具貸与 人数 1,222 1,388 113.6% 1,386 1,677 121.0% 20.8% 

特定介護予防福祉用具販売 人数 51 46 90.2% 54 50 92.6% 8.7% 

２ 地域密着型サービス 

  

介護予防認知症対応型通所介護 回数 4 0 0.0% 4 0 0.0% - 

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 15 11 73.3% 15 0 0.0% -100.0% 

介護予防認知症対応型共同生活介護 日数 0 0 - 0 0 - - 

３ 介護予防住宅改修 人数 76 59 77.6% 82 74 90.2% 25.4% 

４ 介護予防支援 人数 3,188 3,426 107.5% 3,508 3,761 107.2% 9.8% 
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③介護給付のサービス状況（回数・人数） 

 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 実績 

伸び率 

（Ｄ－Ｂ）／Ｂ 

計画値 

Ａ 

実績 

Ｂ 

比較 

Ｂ／Ａ 

計画値 

Ｃ 

実績 

Ｄ 

比較 

Ｄ／Ｃ 

１ 居宅サービス 

  

訪問介護 回数 94,601 87,182 92.2% 97,916 82,112 83.9% -5.8% 

訪問入浴介護 回数 1,651 863 52.3% 1,651 643 38.9% -25.5% 

訪問看護 回数 7,926 7,897 99.6% 8,659 9,391 108.5% 18.9% 

訪問リハビリテーション 回数 15,405 15,692 101.9% 16,969 16,554 97.6% 5.5% 

居宅療養管理指導 人数 5,077 4,600 90.6% 5,560 4,986 89.7% 8.4% 

通所介護 回数 60,853 60,544 99.5% 65,897 65,777 99.8% 8.6% 

通所リハビリテーション 回数 20,226 20,723 102.5% 20,597 19,837 96.3% -4.3% 

短期入所生活介護 日数 15,219 12,935 85.0% 15,599 12,673 81.2% -2.0% 

短期入所療養介護 日数 3,304 1,959 59.3% 3,304 1,685 51.0% -14.0% 

特定施設入居者生活介護 日数 12,045 14,943 124.1% 13,140 17,062 129.8% 14.2% 

福祉用具貸与 人数 8,799 8,748 99.4% 9,340 8,867 94.9% 1.4% 

特定福祉用具販売 人数 169 174 103.0% 176 153 86.9% -12.1% 

２ 地域密着型サービス 

  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  人数 155 160 103.2% 165 109 66.1% -31.9% 

夜間対応型訪問介護 人数 15 25 166.7% 15 27 180.0% 8.0% 

認知症対応型通所介護 回数 3,607 3,865 107.2% 3,607 3,812 105.7% -1.4% 

地域密着型通所介護 人数   - 0 2,535 - - 

小規模多機能型居宅介護 人数 427 366 85.7% 427 458 107.3% 25.1% 

認知症対応型共同生活介護 日数 24,455 22,260 91.0% 24,455 22,671 92.7% 1.8% 

地域密着型特定施設入居者生活介護  日数 3,650 3,545 97.1% 3,650 3,297 90.3% -7.0% 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 日数 10,585 9,417 89.0% 10,585 9,415 88.9% 0.0% 

看護小規模多機能型居宅介護  人数 0 0 - 0 0 - - 

３ 住宅改修 人数 220 147 66.8% 220 174 79.1% 18.4% 

４ 居宅介護支援 人数 13,416 13,370 99.7% 13,955 13,353 95.7% -0.1% 

５ 施設サービス 

  

介護老人福祉施設 日数 62,050 51,960 83.7% 65,700 53,648 81.7% 3.2% 

介護老人保健施設 日数 39,055 40,989 105.0% 40,515 43,987 108.6% 7.3% 

介護療養型医療施設 日数 22,630 19,208 84.9% 22,630 19,344 85.5% 0.7% 
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④介護予防給付のサービス状況（給付費） 

（単位：千円） 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 実績 

伸び率 

（Ｄ－Ｂ）／Ｂ 

計画値 

Ａ 

実績 

Ｂ 

比較 

Ｂ／Ａ 

計画値 

Ｃ 

実績 

Ｄ 

比較 

Ｄ／Ｃ 

１ 介護予防サービス 

  

介護予防訪問介護 18,430 19,302 104.73% 19,556 21,503 109.96% 11.40% 

介護予防訪問入浴介護 50 0 0.00% 50 331 662.00% - 

介護予防訪問看護 1,018 1,247 122.50% 1,127 2,074 184.03% 66.32% 

介護予防訪問リハビリテーション 2,455 3,781 154.01% 2,800 4,604 164.43% 21.77% 

介護予防居宅療養管理指導 920 1,603 174.24% 1,050 1,482 141.14% -7.55% 

介護予防通所介護 48,406 47,609 98.35% 56,345 49,007 86.98% 2.94% 

介護予防通所リハビリテーション 22,254 15,179 68.21% 24,351 15,303 62.84% 0.82% 

介護予防短期入所生活介護 149 63 42.28% 149 147 98.66% 133.33% 

介護予防短期入所療養介護 248 0 0.00% 248 50 20.16% - 

介護予防特定施設入居者生活介護 2,970 620 20.88% 2,970 0 0.00% -100.00% 

介護予防福祉用具貸与 7,864 8,807 111.99% 8,925 10,766 120.63% 22.24% 

特定介護予防福祉用具販売 1,037 1,046 100.87% 1,088 1,284 118.01% 22.75% 

２ 地域密着型サービス 

  

介護予防認知症対応型通所介護 40 0 0.00% 40 0 0.00% - 

介護予防小規模多機能型居宅介護 695 577 83.02% 695 0 0.00% -100.00% 

介護予防認知症対応型共同生活介護  0 0 - 0 0 - - 

３ 介護予防住宅改修 7,316 4,667 63.79% 7,911 6,217 78.59% 33.21% 

４ 介護予防支援 14,088 15,714 111.54% 15,502 17,263 111.36% 9.86% 
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⑤介護給付のサービス状況（給付費） 

（単位：千円） 

 

平成 27 年度 平成 28 年度 実績 

伸び率 

（Ｄ－Ｂ）／Ｂ 

計画値 

Ａ 

実績 

Ｂ 

比較 

Ｂ／Ａ 

計画値 

Ｃ 

実績 

Ｄ 

比較 

Ｄ／Ｃ 

１ 居宅サービス 

  

訪問介護 270,737 259,572 95.88% 280,224 252,511 90.11% -2.72% 

訪問入浴介護 19,957 10,531 52.77% 19,957 7,829 39.23% -25.66% 

訪問看護 54,215 56,531 104.27% 59,227 70,254 118.62% 24.28% 

訪問リハビリテーション 46,948 46,401 98.83% 51,716 49,103 94.95% 5.82% 

居宅療養管理指導 35,634 33,351 93.59% 39,028 35,393 90.69% 6.12% 

通所介護 532,443 526,557 98.89% 576,576 499,675 86.66% -5.11% 

通所リハビリテーション 163,875 176,813 107.90% 166,878 170,684 102.28% -3.47% 

短期入所生活介護 134,846 115,076 85.34% 138,220 112,691 81.53% -2.07% 

短期入所療養介護 35,050 20,563 58.67% 35,050 17,954 51.22% -12.69% 

特定施設入居者生活介護 81,288 96,250 118.41% 88,512 111,435 125.90% 15.78% 

福祉用具貸与 128,485 126,242 98.25% 136,393 127,780 93.69% 1.22% 

特定福祉用具販売 5,426 4,959 91.39% 5,655 4,807 85.00% -3.07% 

２ 地域密着型サービス 

  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 15,187 26,102 171.87% 16,126 18,531 114.91% -29.01% 

夜間対応型訪問介護 299 377 126.09% 299 3,011 1007.02% 698.67% 

認知症対応型通所介護 44,686 47,513 106.33% 44,686 47,514 106.33% 0.00% 

地域密着型通所介護   - 0 16,946 - - 

小規模多機能型居宅介護 74,477 67,420 90.52% 74,477 82,717 111.06% 22.69% 

認知症対応型共同生活介護 207,925 190,429 91.59% 207,925 192,765 92.71% 1.23% 

地域密着型特定施設入居者生活介護  22,773 23,218 101.95% 22,773 21,966 96.46% -5.39% 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  89,111 83,777 94.01% 89,111 83,713 93.94% -0.08% 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 - 0 0 - - 

３ 住宅改修 14,660 12,522 85.42% 14,660 13,379 91.26% 6.84% 

４ 居宅介護支援 186,132 193,378 103.89% 193,621 196,572 101.52% 1.65% 

５ 施設サービス 

  

介護老人福祉施設 528,797 438,221 82.87% 558,786 451,821 80.86% 3.10% 

介護老人保健施設 366,364 396,751 108.29% 379,412 426,165 112.32% 7.41% 

介護療養型医療施設 287,135 240,945 83.91% 287,135 242,647 84.51% 0.71% 
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第３章 計画の基本的な考え方 
 

１ 計画の基本理念 

 

平成 27 年 3 月に策定した前期計画「こうふくプラン向日（第 7 次向日市高齢者福祉計

画・第 6 期介護保険事業計画）」では、団塊の世代がすべて後期高齢者（75 歳以上）と

なる平成 37 年度を見据え、基本理念を掲げました。 

前期計画において掲げられた基本理念は、高齢者が住み慣れた地域や居宅で、いきい

きと安心して暮らせるまちを、みんなで助け合い、支え合いながらつくっていくという

ことであり、こうした基本的な方向性については、地域包括ケアシステムの深化・推進

を目指す本計画においても有効かつ重要な視点であると考えます。 

そのため、本計画における基本理念については、前期計画を引き継ぎ、次のように定

めるものとします。 

 

基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 住み慣れた地域で高齢者が 

 いきいきと安心して暮らせるまち 
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２ 介護保険制度改正ポイント 

 

平成 37 年（2025 年）を見据え、介護保険制度を取り巻く状況が大きく変化している

現在、制度の持続可能性を確保できるようにすることが重要となっています。そのため

には、高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう支援すること、要支援・要介

護状態となることへの予防に取り組むこと、要支援・要介護状態等の軽減・悪化防止に

取り組むことといった介護保険制度の基本部分の維持に加え、質の高い介護サービスを

提供し、かつ人材と財源の重点化・効率化に取り組むことが必要です。 

このため、今回の介護保険制度の改正では、高齢者の自立支援と要支援・要介護状態

の重度化防止を図るとともに、介護保険制度の持続可能性を確保することを目指し、ま

た、介護する家族側にも配慮し、必要な方に必要なサービスが提供されるようにするた

めの下記のような考え方が示されています。 

【「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の主な改正内容】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進  

１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法） 

・全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化 

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法） 

・「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼

ね備えた、新たな介護保険施設を創設 

・医療・介護の連携等に関し都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規

定を整備 

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童

福祉法） 

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を

記載した地域福祉計画の策定の努力義務化 

・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に

新たに共生型サービスを位置付け 

 Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保  

１ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする（介護保険法）平成30 年８月～ 

２ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）平成 29 年８月分～ 

 その他  

１ 地域包括支援センターの機能強化 

２ 認知症施策の推進 

３ 居宅サービス事業者等の指定に関する保険者の関与強化 

４ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化 

５ 介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し 
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３ 日常生活圏域の設定 

 

【圏域設定の目的】 

高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、日常生活圏域を設定し、その圏域ごと

に地域密着型サービスを見込むことになっています。 

 

【圏域設定の考え方】 

本市の面積は 7.72 ㎢と、西日本で最も小さな市であり、大都市近郊の住宅都市とし

て、市域の大部分は市街化されています。 

市内の宅地は、北西地域の西ノ岡丘陵を下るとおおむね平坦な地形であり、ひと続

きの街を形成していることから、本市では市域全域を一つの生活圏域として、サービ

ス基盤や地域ケア体制の整備を進めていきます。 
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４ 施策の体系と重点テーマ 

 

基本理念に基づき、次の４つの重点テーマを設定します。 

 

＜重点テーマ１＞ 

高齢期をいきいきと過ごすための生きがいづくりと健康づくり・介護予防の推進 

 

高齢者が生きがいと充実感をもって、様々な社会活動に積極的に参加できるよう、関

係機関・団体との連携により、活動内容の充実や参加しやすい環境の整備などを行うと

ともに、要介護状態の軽減、悪化の防止に向け、要介護状態等に応じた適切な支援や情

報を提供していく必要があります。 

また、高齢者が要介護状態等になった場合であっても、生きがいを持って日常生活を

過ごし、住み慣れた地域で安心して生活を継続するために、高齢者の能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるよう、要介護状態の軽減、悪化の防止に努め、適切に

支援していきます。 

 

＜重点テーマ２＞ 

高齢者が安心して暮らせる体制の充実 

 

支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けてい

くためには、生活の基盤となる住まいのほか、誰もが自由に行動し生活できる環境の整

備、事故や犯罪、消費者被害などから高齢者の生命や財産を守る十分な体制、災害など

の緊急時の高齢者に対する適切な支援など、地域住民による多様な活動の展開を含む地

域におけるサービスや支援を総合的に整備することが大切です。 

高齢者がいつまでも尊厳を持って生活できるよう、すべての人にとって快適で住みよ

い生活環境を整備し、ボランティア、民生児童委員、老人クラブ、地域住民による見守

り・支え合いの取組など各活動団体の連携をさらに強化し、住まい・医療・介護・予防・

生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの深化・推進を図るとともに、障が

い者、児童、生活困窮者等を含む地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、

高齢者の社会参加等を進め、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域づくりに努めて

いきます。また、事故や犯罪、消費者被害などから高齢者を守る体制の整備、災害など

の緊急時の高齢者に対する支援の充実、権利擁護に関する相談体制の整備、充実を図っ

ていきます。 
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＜重点テーマ３＞ 

認知症高齢者等にやさしい地域づくり  

 

今後増加することが見込まれる認知症高齢者等に適切に対応するため、認知症の人の

意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる社

会を目指すことが求められています。 

また、支援においては、早期からの適切な対応、認知症に関する正しい知識と理解に

基づく支援を包括的・継続的に実施することが必要になることから、状態に応じて適切

な医療（早期診断）・介護サービスにつなげる体制づくりや、認知症初期集中支援チーム

や認知症地域支援推進員の活用を図り認知症施策を推進します。 

 

 

＜重点テーマ４＞ 

介護保険制度の円滑な運営 

 

介護保険サービスが必要になった際に、誰もが安心してサービスを受けられる環境が

整備されていることが望まれます。平成 37 年（2025 年）を見据えて、第７期に必要と

なるサービスの種類ごとの量の見込み等を定める必要があります。 

介護保険サービスの質的・量的な充実を図るため、給付の適正化やサービス提供事業

所への指導・監督などの取組を推進し、円滑な介護保険事業運営に取り組みます。 
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第４章 施策の展開 

１ 高齢期をいきいきと過ごすための生きがいづくりと健康づくり・介護予防の推進 

 

（１）健康づくりの推進 

 
○ 健康づくり活動の支援 

 市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守り、自分でつくる」という喜びや目標

を持って生活習慣の改善や健康増進に主体的に取り組めるよう、行政や医療機関、

事業者、地域ボランティアなどの連携のもと、健康づくりのための環境整備や情報

提供、働きかけを推進します。 
 また、「市民の健康づくりに関する協定（平成 24 年）」に基づき、地元企業等と

連携・協力し、健康ウオークなど、市民の健康づくりへの支援活動を行います。 
 

○ 生活習慣病予防による健康生活への支援 

① 生活習慣病健診による生活習慣改善 

    高齢者の健康診査は国民健康保険による「特定健康診査」、後期高齢者医療制度

による「長寿（後期高齢者）健康診査」、健康増進法による「健康診査」の３つの

方法で行い、それぞれの対象者に主体的に健診を受けていただけるよう、受診率

向上を目指します。 

    また、健診を受けた後で、健診結果から自身の健康問題に気付き、主体的に生

活習慣改善に取り組めるよう、保健師・管理栄養士が保健指導や相談を行います。 

従来から行っている特定健診受診者に対する「特定保健指導」や「健診結果相談

会」を継続します。 

さらに、心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳血管疾患を予防するために、健診結果

や受療レセプト状況を分析し、優先順位をつけて、重症化予防のための訪問保健指

導を行います。 

 

② がん検診等による疾病の早期発見と予防 

環境の変化や長寿化により、がんにかかる人は年々増加していますが、近年では

早期に発見することにより適切な対処をすれば完治するケースも多いため、定期的

に検診を受けることが大切です。 

そのため、複数の検診を同時に受けられるセット検診や個別医療機関で受けられ

る検診の拡充など、受診者の利便性向上を図り、広報誌などを活用して、がんに関

する啓発活動を行い、各種がん検診の受診率の向上を図ります。 

    また、国の指針に基づき、精度管理や新たな検診方法の検討を行い、質の良い検

診サービスが提供できるように努めます。 

 

○ 健診結果を利用した健康づくりの推進 

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、高齢者の健康診査は国民健康保
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険による「特定健康診査」、後期高齢者医療制度による「長寿（後期高齢者）健康

診査」、健康増進法による「健康診査」の３つの方法で行います。 
 健康診査は、受けるだけでなく、健診結果から一人ひとりが、自分の健康問題に

気付き、主体的に生活習慣改善に取り組むことが大切です。 
そのため、保健師・管理栄養士が、健診結果の見方や生活習慣改善のための保健

指導を行います。 
引き続き、特定健診の受診者に対する「特定保健指導」、保健センターでの「健

診結果相談会」を行うほか、必要に応じて、個別相談や家庭訪問による指導なども

行います。  
 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

 

○ 地域の特性にあった介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

 地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、利用実績や市民・事業者からの意見

をもとに、事業を評価・検証するとともに、国・府の動向を踏まえ、本市にあった

介護予防・日常生活支援総合事業の充実に努めます。 
また、事業の推進にあたっては、市民のニーズに合った内容となるよう、生活支

援コーディネーターや生活支援・介護予防サービス協議体等を通じて行います。 
 

○ 介護予防の普及・啓発 

 加齢に伴う心身の機能低下の予防や認知症の予防、口腔機能の向上など、介護予

防に対する意識を高めるため、高齢者が興味や意識を持って参加できるよう、ホー

ムページや広報紙のほか、あらゆる機会を通じて関係機関と連携しながら、さらな

る普及・啓発に努めます。 
   

○ 自主活動支援や地域づくりの支援 

 高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制整備を推進していくために、地

域の課題や資源を把握するとともに、生活支援・介護予防サービス協議体を通じて

関係者のネットワーク化を図ります。 
また、地域における社会資源の確保や創出、これらの担い手の養成に努め、自主

活動や地域づくりを支援します。 
 

（３）生きがいづくりと社会参加の促進 

   
○ 高齢者の多様な交流の場の支援 

 身近な健康づくりや世代間交流、仲間づくり、サークル活動を支援するため、老

人福祉センターにおいて、それぞれの特徴を活かした取組を推進します。 
 高齢者の生きがい活動・社会参加促進に向けて、クラブの主体性を尊重しながら、

老人クラブ活動の活性化を支援します。 
 ボランティア活動は、地域活動との大切な接点であり、自らが支え手となって社

会参加・社会貢献する活動として、ますます重要になっています。高齢者が様々な

ボランティア活動に参加しやすい機会の創出に努めるとともに、参加意欲を高める

ための仕組みづくりに努めます。 
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○ 高齢者の社会参加への支援 

 公益社団法人シルバー人材センターにおいては、会員数の拡大や就業機会の確保、

ボランティア活動を通じた社会貢献などに取り組んでいます。本市としても、高齢

者の生きがい活動・社会参加を促進するため、シルバー人材センター事業の支援に

努めます。 
 

○ 生涯学習活動の支援 

 高齢者のニーズに対応した学習機会の充実に努めるとともに、市民が生涯にわた

って学び続けることができるよう、高齢者の自主的・主体的な学習活動を支援して

いきます。 
 

○ 福祉への理解の促進 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、地域住民に対する高齢

者や高齢社会についての学習や、世代間のふれあい・交流を促進していく必要があ

ります。 
 高齢者の活動や地域での交流について理解が広がるよう関係機関・団体との連携

により、市民の自主的な福祉活動の取組に対し、学習機会の提供や情報提供などの

支援を行います。 
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２ 高齢者が安心して暮らせる体制の充実 

 

（１）地域共生社会に向けた取組の推進 

 

○ 相談支援の充実 

今後も、家族や友人・知人以外で何かあったときに相談できる身近な総合相談支

援拠点として地域包括支援センターの役割をさらに広く周知するとともに、地域包

括支援センターの事業の自己評価と質の向上に努めます。 
また、障がいをお持ちの方や子育て家庭、生活困窮等複合的かつ多様な課題を抱

えている方等も含めた包括的な支援について、その在り方を検討していきます。 
 

○ 地域ケア会議の充実 

 地域包括支援センターを中心に、医療、介護等の多職種の協働により高齢者の個

別課題の解決を図るとともに、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、

地域に共通した課題を明らかにします。 

 また、共有された地域課題の解決に必要な地域づくりや資源開発等を検討し、施

策に反映するよう努めます。 

なお、本施策については、自立支援・重度化防止に向けた取組にも位置付けます。 

 

○ 見守りのネットワークづくり 

 高齢者の異変を早期に発見して必要な支援を行う「高齢者見守りネットワーク」

の構築を進めており、協力機関として 10 事業所と協定を結んでいます。今後も社

会資源を活用し、協力機関を増やすことでネットワークの充実に努めます。 
 また、地域包括支援センターを中心として、民生児童委員、各地区社会福祉協議

会、老人クラブやボランティア団体などとの連携を強化し、高齢者に身近な地域で

の見守りのネットワークづくりに努めます。 
 

○ 地域の自主的な活動との連携 

 高齢化が進む中、一人暮らし高齢者などの増加を背景に、閉じこもりによる孤立

や、社会的支援に結びつきにくい高齢者に対する地域での継続的な見守りがますま

す重要となっています。 
引き続き、地域における配食や会食、ふれあいサロンなど、地域住民やボランテ

ィアなどによる多様な福祉活動を支援するとともに、生活支援・介護予防サービス

協議体を活用して、地域における継続的な見守りから適切なサービス利用や支援に

結びつける仕組みづくりを推進します。 

 

（２）医療・介護連携の推進 

 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生

活を続けることができるよう、地域ケア会議等を通じて医療機関と介護事業所等の

関係者の連携強化を図り、包括的かつ継続的な在宅医療・介護が提供できるよう努
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めます。 
 

○ 在宅医療・介護関係者の情報の共有支援 

主治医と居宅介護支援専門員など多職種間の連携を図るため、医療と介護の連携

シート「在宅療養手帳」等既存の連携ツールを引き続き活用し、情報の共有を支援

していきます。 
 また、サービス担当者会議や退院調整など、医療と介護の連携調整について、さ

らなる充実・強化を検討していきます。 
 

（３）在宅生活の支援 

 

○ 在宅サービス・生活支援の推進 

 買物や調理が困難な一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などに対して、安否確

認を兼ねた配食サービスを引き続き実施します。 
 また、一人暮らし高齢者などを対象に、日常生活用具の給付・貸与を行います。 

 

○ 緊急時の支援 

 一人暮らしで日常生活に支障のある高齢者などの緊急時の連絡に対応するため、

民生児童委員や近隣住民との協力体制のもと、緊急通報装置等を活用した見守りの

体制を推進します。 
    また、緊急時の連絡先やかかりつけ医療機関などの情報を記入できる救急医療情

報キットや救急医療カードを配布し、高齢者の安全と安心の確保を推進します。  
 

○ 家族等介護者への支援 

 介護者の負担を軽減するため、介護者相互の交流や心身のリフレッシュを図る

「介護者リフレッシュ事業」のほか、在宅で介護されている方に対して一定の要件

のもとに支援金を支給する「介護者支援金」を実施します。 
 

（４）安全な生活環境の整備 

 

○ 住環境改善等への支援 

 高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、介護予防に配慮し、

行動範囲が拡大できるよう介護予防住宅改良支援を行います。 

 また、低所得の一人暮らし高齢者に対して、民間賃貸住宅の家賃の一部を助成し、

住まいの確保について支援を行います。 
 

○ バリアフリー対策の推進 

 「京都府福祉のまちづくり条例」などに基づき、高齢者や障がいのある人などの

利用に配慮した公共公益施設の整備・改修に努めるとともに、バリアフリー化を促

進します。 
また、「向日市バリアフリー基本構想」に掲げる目標に従って、今後も高齢者や

障がいのある人の外出に配慮した整備を推進します。 
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○ 交通安全対策の推進 

 高齢者が安全、快適に外出できる道路環境づくりのため、警察など関係機関との

連携を図りながら、段差を解消して通行しやすい道路の整備、カーブミラー・道路

標識などの交通安全施設の整備などに努めます。 
 また、運転免許を持つ高齢者の増加に伴い、交通事故者に占める高齢者の割合も

増加していることから、ドライバーに対する安全運転の啓発、高齢者に対する交通

安全教室や高齢運転者講習の受講勧奨など、向日町警察署と連携し高齢者の交通安

全対策を推進するとともに、運転免許証自主返納者への支援施策を検討します。 
 

○ 災害など緊急時の支援体制の充実 

 地震はもとより、近年の局地的な集中豪雨などの災害に対する市民意識がより高

まる中、災害発生時の対応として「向日市地域防災計画」に基づき、避難にあたっ

て支援を希望する人に住所・氏名・緊急連絡先などがあらかじめ登録された「災害

時要配慮者登録制度」を運用していきます。 
なお、災害発生時には、内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取

組指針」に基づく避難支援計画を策定し、関係機関と情報を共有し、民生児童委員

などを通じ安否確認及び迅速な避難活動を行える体制づくりを推進します。  
 
（５）高齢者の権利擁護 

 

○ 成年後見制度 

 成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって契約などの法律

行為を行うための判断能力が十分でない人を支援し、権利を保護するための制度で

す。本市では、何らかの支援が必要な身寄りのない重度の認知症の高齢者などに対

し、市長による後見開始の申立てを行うとともに、申立て費用などの助成を行い、

地域包括支援センターの権利擁護事業として、制度についての普及・啓発と円滑な

制度利用に向けた支援を行います。 
 

○ 福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）との連携 

 認知症の高齢者等を対象に、向日市社会福祉協議会において、地域で生活する上

で、必要な福祉サービスの利用の援助や日常の金銭管理等を行う福祉サービス利用

支援事業が推進されています。 

 制度が必要な高齢者が円滑に利用できるよう向日市社会福祉協議会と連携し、制

度の周知・啓発に取り組みます。 
 

○ 消費者対策の推進 

 消費生活相談窓口を設置し、高齢者がより複雑化する悪質商法などによる消費者

被害や「振り込め詐欺」などの犯罪被害に遭わないために、出前講座などの消費者

教育を充実するとともに、広報紙・ホームページなどを活用し、市民に対する啓発

を行います。 
また、消費者保護・救済を図るため、悪質商法や多重債務、訪問販売トラブルな

ど、消費生活についての相談を引き続き受け付けます。 
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○ 高齢者虐待の防止のための取組 

 高齢者が尊厳を保ちながら生活を送ることができるよう高齢者虐待の相談窓口

である、市高齢介護課及び地域包括支援センターの市民への周知を図ります。 
地域包括支援センターが虐待防止・養護者支援の中核的機能を担い、保健・医療・

福祉・介護の関係機関や担当部局による連携のもと、虐待防止と早期発見・早期対

応が図れるよう、関係機関の連携や困難事例の検討、研修などに取り組みます。 
また、高齢者が虐待を受けた場合などに緊急的に一時避難できる施設の確保を図

ります。 
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３ 認知症高齢者等にやさしい地域づくり 

 
（１）認知症に対する相談・支援施策の充実 

 

○ 認知症初期集中支援体制の促進 

 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境

で暮らし続けられるよう、認知症高齢者等やその家族に早期に関わる認知症初期集

中支援チームを配置し、早期診断・早期対応、家族の負担軽減に向けた支援体制の

促進に努めます。 
 

○ 若年性認知症施策の連携強化 

 府が設置する若年性認知症支援コーディネーターと連携し、若年性認知症の人の

相談支援、関係者の連携のための体制整備、居場所づくり、就労・社会参加支援等

の様々な分野にわたる支援に努めます。 
 

○ 認知症高齢者等の見守り・徘徊への対応 

 認知症の高齢者の症状の悪化や徘徊など、支援が必要な時に迅速に対応できるよ

う、認知症地域支援推進員を通して地域住民による見守り活動と関係機関との連絡

体制の確立を推進します。 
 また、認知症で帰宅できなくなるおそれのある方の写真や特徴を事前に登録し、

行方不明になった際に関係機関と情報を共有するとともに、事前登録者に対してＱ

Ｒコードを配布し、早期発見・保護につなげる「見守り SOS ネットワーク」を推進

します。 
 

（２）認知症に対する正しい知識・理解の普及啓発 

 

○ 認知症に対する正しい知識・理解の普及啓発 

 認知症の高齢者とその家族を支えるために、認知症地域支援推進員等を活用し、

認知症に対する市民の理解を深め、予防、早期発見、ケアなどにつなげることを目

的とした認知症サポーターを養成し、活動の場をマッチングするなど、一層の理解

の普及を推進します。 
 また、認知症高齢者等徘徊模擬訓練を引き続き実施します。 
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４ 介護保険制度の円滑な運営 

 

（１） 介護サービスなどの供給確保のための方策 

 

○ 居宅（介護予防）サービス 

前期計画期間の利用実績を基礎として、必要な要素を総合的に勘案し、各年度に

おけるサービスの種類ごとに見込量を設定します。 
 

○ 地域密着型介護（予防）サービス 

 前期計画期間の利用実績を基礎として、必要な要素を総合的に勘案し、各年度に

おけるサービスの種類ごとに見込量を設定します。 
 また、地域密着型サービスの実施にあたり、事業者のサービス運営や内容につい

て審査を行い、適正な事業所を指定するとともに、事業者への指導や監督を行いま

す。 

 

○ 施設・居住系サービス 

 これまでの施設整備や入所待機者の状況等を考慮して、各年度における介護サー

ビスの種類ごとに見込量を設定します。 
 

○ 介護人材の確保・資質の向上・定着支援 

国や京都府と連携し、人材の確保・資質の向上に向け各事業の普及・啓発等に取

り組みます。 
 

（２）介護保険制度の円滑な運営のための方策 

 

○ 介護認定審査 

 要介護認定にあたっては、向日市、長岡京市、大山崎町で構成する乙訓福祉施設

事務組合に設置された介護認定審査会で審査しています。 

今後も引き続き、審査の公平性の確保を図るため、合議体の長の会議や審査会委

員、認定調査員の研修などを実施し、審査体制の充実に努めます。 
 

○ サービスの質の向上 

  ・介護支援専門員に対する支援 

  市内介護支援専門員を対象にした介護支援専門員連絡会議を開催し、介護支援

専門員のネットワーク化、資質向上を図ります。また、地域包括支援センターの

主任介護支援専門員により、支援困難事例に対する支援・助言を行います。 

  

  ・事業者間の情報交換、連携の確保のための体制整備 

  事業者自らが介護サービスの質的向上を目指す取組を支援するため、保険者の

立場から必要な情報提供や指導・助言を行うとともに、事業者間の情報交換や連

携を図るための体制の整備に努めます。 
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  ・施設などにおける身体拘束をゼロにする取組の促進 

  あらゆる介護の場面において、身体拘束は高齢者の尊厳を厳しく傷つける行為

であり、生活の質を根本から損なうとともに、身体機能の低下を引き起こすこと

にもなりかねません。 

これらの状況を踏まえ、施設入居者や居宅サービス利用者の意思や人格を尊重

した介護のあり方についての研修、さらに身体拘束をゼロにするための研修の実

施を働きかけます。  
 

○ 介護給付の適正化 

 介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする人を適切に認定し、過不足のない

真に必要なサービスを、事業者が適切に提供するよう促し、適切なサービスの確保

とその結果としての費用の効率化を図るものです。本市では、次の事業を実施しま

す。 

   ・要介護認定の適正化 

    要介護認定の認定調査の内容について、本市職員が点検することにより、適

切かつ公平な要介護認定の確保を図ります。 

また、認定調査員等に対する研修を実施し、認定審査の平準化を図ります。 

 

   ・ケアプランの点検 

     介護支援専門員が作成した居宅介護（介護予防）サービス計画の記載内容に

ついて、事業者に資料提出を求め、本市職員及び市内主任介護支援専門員が点

検及び支援を行い、利用者が必要とするサービスの確保と状態に適合していな

いサービス提供の改善を図ります。 

     また、ケアプラン点検の実施結果をもとにした研修会等を開催し、ケアプラ

ン作成における留意点等を介護支援専門員に広く周知していきます。 

 

   ・住宅改修等の点検 

     利用者の実態に沿った適切な住宅改修が行われるよう、利用者宅の状況確認

や工事見積書などの点検等を行います。 

     また、福祉用具購入・貸与についても、利用者の実態に合った利用となるよ

う福祉用具の必要性等を確認します。 

 

   ・縦覧点検・医療情報との突合 

     京都府国民健康保険団体連合会に委託し、利用者ごとに複数月にまたがる介

護報酬の支払状況を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日

数等の点検を行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行います。 

     また、利用者の後期高齢医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情

報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、請求内容

の適正化を図ります。 
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○ 利用者支援 

  ・介護保険制度、サービスに関する情報提供の充実 

    利用者がニーズに応じた介護サービスを選択できるためには、介護保険制度の趣

旨や改正内容について、よりわかりやすく市民へ周知するとともに、介護サービス

事業者や居宅介護支援事業者などサービスに関する情報提供を強化していくこと

が重要です。 

市の介護保険担当窓口、地域包括支援センターを中心として介護サービス事業者

や居宅介護支援事業者などと連携を図りながら、本市の広報紙、ホームページ、パ

ンフレットなど多様な媒体や様々な機会を活用して、利用者に迅速かつ的確に情報

提供できるよう努めます。 

 

  ・相談・苦情対応の充実 

    市の介護保険担当窓口での対応のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援

事業者、民生児童委員などとも連携し、相談体制の充実を図ります。 

    相談・苦情の内容に応じて関係機関との調整を図り、必要に応じて介護サービ

ス事業者などへの指導・助言を行うことにより、サービス改善を促していきます。 

    また、利用者や家族とサービス事業者との橋渡し役として施設などに相談員を

派遣する「介護相談員派遣事業」を引き続き実施し、介護サービスの適正化や、

利用者支援を行います。 

 

  ・不服申し立てなどを行う場合の支援 

    市は、最も身近な窓口として、市民からの相談・苦情に迅速かつ的確に対応し

ます。 

    介護認定に関する審査請求については、京都府介護保険審査会へ、また、相談

や苦情については京都府国民健康保険団体連合会と連携を図ります。  
 

○ 低所得者対策 

 第１号被保険者保険料の多段階対応のほか、高額介護サービス費の支給、特定入

所者介護サービス費の支給、社会福祉法人などによる利用者負担額軽減措置、低所

得者居宅サービス利用者負担助成事業の実施により、低所得者の負担軽減を図りま

す。  
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第５章 介護保険事業の見込みと第１号被保険

者保険料（仮） 

１ 第 1 号被保険料算定までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者の推計 

要介護（要支援）認定者数の推計 

人口の推計 

施設サービス・居住系サービス利用者の見込み 

居宅サービス利用者の見込み 

介護予防・日常生活支援総合事業

包括的支援事業・任意事業費 

介護給付費 

特定入所者介護サービス費 

高額医療合算介護サービス費 

予防給付費 

高額介護サービス費 

審査支払い手数料 

地域支援事業費の推計 標準給付費の推計 

介護保険事業に要する費用 

23％分 

（第７期） 

第１号被保険者負担分相当額 

財政安定化基金拠出金・取崩し 

介護給付費準備基金取崩し 

調整交付金の交付率の見込み 

予定保険料収納率の見込み 

保険料所得段階設定 

⇒所得段階別加入割合後被保険者の算出 

第１号被保険者保険料（基準額）の決定 
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２ 介護保険事業の見込み 

 

（１）第１号被保険者数の推計 

 

①人口推計 

将来人口は、住民基本台帳人口（各年 10 月 1 日現在）に基づく 1歳別人口データと向

日市人口ビジョン（平成 28 年 3 月）をもとに推計しています。 

 

（人口の見通し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成 29 年までは住民基本台帳（各年 10 月 1日現在）による 

 

 

  

21,709 22,102 22,723 21,828 21,659 21,490

18,376 18,723 19,162 19,833 20,122 20,406

8,267 8,142 7,906 8,036 7,845 7,656
6,161 6,596 7,071 7,467 7,822 8,182

54,513 55,563 56,862 57,164 57,448 57,734

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

0～39歳 40～64歳 前期高齢者 後期高齢者

（人） 
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※平成 29 年までは住民基本台帳（各年 10 月 1日現在）による 

 

（単位：人）

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

総人口 54,513 55,563 56,862 57,164 57,448 57,734

0～39歳 21,709 22,102 22,723 21,828 21,659 21,490

40～64歳 18,376 18,723 19,162 19,833 20,122 20,406

65歳以上 14,428 14,738 14,977 15,503 15,667 15,838

65～74歳 8,267 8,142 7,906 8,036 7,845 7,656

65～69歳 4,489 4,611 4,332 3,820 3,533 3,248

70～74歳 3,778 3,531 3,574 4,216 4,312 4,408

75歳以上 6,161 6,596 7,071 7,467 7,822 8,182

75～79歳 2,702 2,936 3,202 3,264 3,413 3,563

80～84歳 1,836 1,966 2,074 2,172 2,274 2,375

85歳以上 1,623 1,694 1,795 2,031 2,135 2,244

総人口 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0～39歳 39.8% 39.8% 40.0% 38.2% 37.7% 37.2%

40～64歳 33.7% 33.7% 33.7% 34.7% 35.0% 35.3%

65歳以上 26.5% 26.5% 26.3% 27.1% 27.3% 27.4%

65～74歳 15.2% 14.7% 13.9% 14.1% 13.7% 13.3%

65～69歳 8.2% 8.3% 7.6% 6.7% 6.1% 5.6%

70～74歳 6.9% 6.4% 6.3% 7.4% 7.5% 7.6%

75歳以上 11.3% 11.9% 12.4% 13.1% 13.6% 14.2%

75～79歳 5.0% 5.3% 5.6% 5.7% 5.9% 6.2%

80～84歳 3.4% 3.5% 3.6% 3.8% 4.0% 4.1%

85歳以上 3.0% 3.0% 3.2% 3.6% 3.7% 3.9%

年齢区分別の人口の見通し

第6期 第7期

実績 推計
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②第１号被保険者数の推計 

65 歳以上の第 1号被保険者数については、依然として増加傾向で推移しており、平成

32 年には 15,838 人にまで増加する見込みです。 

また、前期高齢者(65-74 歳）・後期高齢者(75 歳以上)別にみると、前期高齢者は平成 

27 年の 8,267 人をピークに減少に転じますが、後期高齢者については今後も一貫して増

加傾向で推移するものと見込まれます。 

 

（年齢区分別の人口の見通し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績 推計 

第 6 期 第 7 期 

平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 

第 1 号被保険者数 14,428 14,738 14,977 15,503 15,667 15,838 

 65～74 歳 8,267 8,142 7,906 8,036 7,845 7,656 

 75 歳以上 6,161 6,596 7,071 7,467 7,822 8,182 

高齢化率 26.5% 26.5% 26.3% 27.1% 27.3% 27.4% 

※単位：人 
※平成 29 年までは住民基本台帳（各年 10 月 1日現在）による 

 

 

 

 

 

 

 

8,267 8,142 7,906 8,036 7,845 7,656

6,161 6,596 7,071 7,467 7,822 8,182

14,428 14,738 14,977 15,503 15,667 15,838

26.5% 26.5% 26.3% 27.1% 27.3% 27.4%
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0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

65～74歳 75歳以上 高齢化率

（人） 
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254 280 313 343 377 416
329 337 317 334 347 382
567 577 592 614 621 629
470 507 507 557 602 659336 332 329 340 345

370
294 288 327 325 322

324
249 250 244

261 261
281

2,499 2,571 2,629
2,774 2,875

3,061

17.0% 17.1% 17.5% 17.6% 18.0%
19.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2

要介護3 要介護4 要介護5 認定率

（２）要介護（要支援）認定者数の推計 

将来の要介護（要支援）認定者数については、要介護度別にみた性別・年齢区分別認

定者の出現率を踏まえ、推計しています。 

第 1 号被保険者数の増加、特に後期高齢者人口の増加に伴い、要介護（要支援）認定

者数は今後も増加傾向で推移し、平成 32 年度には 3,061 人にまで増加するものと見込ま

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績 推計 

第 6 期 第 7 期 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認定者数 2,499  2,571  2,629 2,774  2,875  3,061  

 要支援 1 254  280  313  343  377  416  

 要支援 2 329  337  317  334  347  382  

 要介護 1 567  577  592  614  621  629  

 要介護 2 470  507  507  557  602  659  

 要介護 3 336  332  329  340  345  370  

 要介護 4 294  288  327  325  322  324  

 要介護 5 249  250  244  261  261  281  

認定率 17.0% 17.1% 17.5% 17.6% 18.0% 19.0% 

※平成 29 年度までは介護保険事業状況報告（各年度 10 月 1日現在）による 

※推計値は今後変更する可能性があります 

 

（人） 



46 
 

（３）利用者数及び利用量の見込み 

前期計画期間の利用実績を基礎として、必要な要素を総合的に勘案し、各年度におけ

るサービスの種類ごとに見込量を設定します。 

 

（介護給付の利用者数・利用量の見込み） 

 

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

（１）居宅サービス
訪問介護 回数（回）
訪問入浴介護 回数（回）
訪問看護 回数（回）
訪問リハビリテーション 回数（回）
居宅療養管理指導 人数（人）
通所介護 回数（回）
通所リハビリテーション 回数（回）
短期入所生活介護 日数（日）
短期入所療養介護（老健） 日数（日）
短期入所療養介護（病院等） 日数（日）
福祉用具貸与 人数（人）
特定福祉用具購入費 人数（人）
住宅改修費 人数（人）
特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人）
夜間対応型訪問介護 人数（人）
認知症対応型通所介護 回数（回）
小規模多機能型居宅介護 人数（人）
認知症対応型共同生活介護 人数（人）
地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数（人）
看護小規模多機能型居宅介護 人数（人）
地域密着型通所介護 回数（回）

（３）施設サービス
介護老人福祉施設 人数（人）
介護老人保健施設 人数（人）
介護医療院 人数（人）
介護療養型医療施設 人数（人）

（４）居宅介護支援 人数（人）

第7期
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（予防給付の利用者数・利用量の見込み） 

 

 
 

 

  

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

（１）介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護 回数（回）
介護予防訪問看護 回数（回）
介護予防訪問リハビリテーション 回数（回）
介護予防居宅療養管理指導 人数（人）
介護予防通所リハビリテーション 人数（人）
介護予防短期入所生活介護 日数（日）
介護予防短期入所療養介護（老健） 日数（日）
介護予防短期入所療養介護（病院等） 日数（日）
介護予防福祉用具貸与 人数（人）
特定介護予防福祉用具購入費 人数（人）
介護予防住宅改修 人数（人）
介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）地域密着型介護予防サービス
介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人）
介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人）

（３）介護予防支援 人数（人）

第7期
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（４）給付費の見込み 

前期計画期間の利用実績を基礎として、今後改定が見込まれる介護報酬などを勘案

し、各年度におけるサービスの種類ごとに給付費を設定します。 

 

（介護給付費の見込み） 
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（予防給付費の見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総給付費の見込み） 
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（５）地域支援事業費及び標準給付費 

 

①地域支援事業費の見込み 

各事業の見込量を基礎として、考慮すべき事項や交付金上限枠を踏まえて設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②標準給付費等の見込み 

前期計画期間の実績を基礎として、必要な要素を総合的に勘案し、標準給付費等を設

定します。 
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３ 第 1 号被保険者の介護保険料 

 

（１）第１号被保険者の標準負担割合 

介護保険制度は、国、地方自治体、40 歳以上の市民のそれぞれの負担により、社会全

体で高齢者の介護を支える社会保険制度で、第 7 期計画期間（平成 30 年度～平成 32 年

度）の保険給付費のうち、第 1号被保険者の負担割合は、第 6期の 22%から 23%へと変更

されます。 

 

 

 

 

 

  

5.0%

20.0%

12.5%

12.5%

27.0%

23.0%

調整交付金（国） 国

京都府 向日市

第２号保険料（40～64歳） 第１号保険料（65歳以上）
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（２）第１号被保険者の介護保険料 

介護給付費の増加に伴い、介護保険料の負担も増大している中で、より安定した介護

制度の運営のために、被保険者の負担能力に応じて保険料の設定を行っています。 

 
 

対象者 保険料率 
保険料額 

（年額） 

第１段階    

第２段階    

第３段階    

第４段階    

第５段階    

第６段階    

第７段階    

第８段階    

第９段階    

第 10 段階    

第 11 段階    

第 12 段階    
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第６章 計画の推進と進行管理 

１ 進行管理と点検・評価 

 

（１）進行管理と評価 

 

評価の進行管理と点検・評価については、サービスの利用状況や基盤整備の進歩状況

の把握などを定期的に行い、課題分析や取組方策などの検討を行います。 

また、計画の点検・評価の結果については、「向日市高齢者福祉計画及び介護保険事業

計画策定委員会」おいて、適宜、必要な協議・検討を行い、計画の進行管理を行うもの

とします。 

点検・評価を通じて、ＰＤＣＡサイクルを確立し、必要に応じ、取組内容・手法など

についての見直しを図ります。 

 

（２）計画の実施状況の公表 

 

計画の進行管理として定期的に行う実施状況や計画の達成状況、介護保険の運営状況

などの点検・評価の結果については、本計画に対する市民の理解を深められるように努

めます。 
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２ 一体的な保健福祉サービスの提供体制の整備 

 

（１）庁内組織の連携 

 

総合相談支援や介護予防・生活習慣病予防、健康づくりなど、高齢者福祉を取り巻く

諸課題について、関係部署の連携がこれまで以上に重要となっていることから、保健福

祉関連以外の部署との連携強化に努めます。 

 

（２）関係機関との連携 

 

地域福祉活動の中心的役割を担っている向日市社会福祉協議会などの社会福祉法人や

ボランティア、ＮＰＯなどの多様な主体と連携を図り、地域のニーズに根差し、地域住

民や関係間とともに、地域包括ケアシステムの構築を進めていきます。 

 

（３）国、京都府、近隣自治体との連携 

 

介護サービスの基盤整備や介護人材の確保・育成等、広域的な調整等が必要となる分

野においては、国や京都府と連携を図り進めていきます。また。近隣市町村とは、介護

サービス事業者の新規参入の動向やサービスの提供状況、適正な事業運営ができない事

業者等の情報交換、地域共通の課題に関する意見交換を中心に連携するとともに、災害、

防犯分野においては乙訓地域全体で連携できる枠組み作りを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 



資料２ 

パブリックコメントの実施について 

 

 

 市民の皆様から意見をいただき、その意見を十分に考慮した上で計画を策定

するため、下記のとおりパブリックコメントを実施する予定です。 

 

１ 募集期間 

平成 29 年 12 月５日（火）～平成 30 年１月５日（金） 

 

２ 公表方法 

①情報公開コーナー（市役所本館 1 階）、各地区公民館・コミセン、高齢介

護課での閲覧 

  ②市ホームページに掲載 

 

３ 公表するもの 

  こうふくプラン（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）案 

 

４ 意見提出・問い合わせ先 

向日市健康福祉部高齢介護課（内線 371、ＦＡＸ932-0800、〒617-8665、電

子メール kourei@city.muko.lg.jp） 

 


